
【別紙２】

事務所の所在確認に必要な書面について

位置図
（最寄駅から
事務所まで

の地図）

平面図
（注６）

Ａ ○ ○ ○

事務所とする建物が自己所有の場
合

Ｂ ○ ○ ○

申請者本人名義の賃貸借契約（又
は使用貸借契約）の場合

Ｂ・Ｃ ○ ○ ○

申請者本人以外の名義の賃貸借
契約の場合

Ｂ・Ｄ・Ｅ ○ ○ ○

事務所とする建物が自己所有の場
合

Ｂ・Ｆ ○ ○ ○

申請者本人名義の賃貸借契約の
場合

Ｂ・Ｃ・Ｆ ○ ○ ○

申請者本人以外の名義の賃貸借
契約の場合

Ｂ・Ｄ・Ｅ・Ｆ ○ ○ ○

事務所とする建物が自己所有の場
合

Ｂ ○ ○ ○

申請者本人名義の賃貸借契約の
場合

Ｂ・Ｃ ○ ○ ○

申請者本人以外の名義の賃貸借
契約の場合

Ｂ・Ｄ・Ｅ ○ ○ ○

Ｇ ○

Ｈ ○

(注１)

Ａ 住民票の写しの原本

Ｂ 建物登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書(建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの)…1部

※　役所が発行したもの。インターネット版不可

Ｃ 建物所有者と申請者の間で取り交わされた「賃貸借契約書」の写し…1部

（使用貸借の場合は「使用承諾書」の写し）　【いずれも原本確認を要する】

Ｄ 賃借人と申請者の間で取り交わされた「転貸借契約書」の写し、又は「使用承諾書」の写し…1部

【いずれも原本確認を要する】

Ｅ 賃借人が申請者に転貸することについての建物所有者の「使用承諾書」の写し…1部

【原本確認を要する】

Ｆ 共同・合同事務所届出書　※２部ご用意ください。

Ｇ 予定定款の写し　※２部ご用意ください。

Ｈ 雇用契約書の写し【原本確認を要する】　※２部ご用意ください。

(注２)

共同事務所とは、他の行政書士または行政書士法人と同じ場所に事務所を設置した場合を指す。

合同事務所とは、他士業者または他士業法人と同じ場所に事務所を設置した場合を指す。

(注３)

他士業法人内に事務所を設ける場合は共同・合同事務所として取扱います。

事務所の使用権
を証する書面

(注１)

事務所の説明 事務所の
外観及び
内部の写

真

（注７）

自宅を事務所とする場合
（事務所所在地が住民票住所地の場合）

自宅以外の独立事務所
の場合

共同・合同事務所
の場合
（注２）

法人内事務所の場合
　（注３）

行政書士法人の社員である場合（注４）

行政書士又は行政書士法人の使用人である場合（注５）

事務所の所有権・形態



(注４)

公証役場にて認証を受ける予定の定款案をご提出下さい。　その際には最終ページに「当法人の予定定款案に

相違ないことを証明いたします」と記載し、証明年月日、法人名、代表社員の記名（自署）と印鑑の押印して

ください。　複数枚にわたる場合は契印を押印してください。

(注５)

雇用契約書の「業務内容」欄には「登録入会後、行政書士業務」とご記入ください。

(注６)

① 事務所の設備（机・書庫など）の配置が分かるものをご提出ください。（行政書士事務所設置指導基準参照）

② 自宅事務所の場合は事務所として使用するスペースを明らかにしたものをご提出ください。

③ 共同・合同事務所の場合は、他の行政書士及び他士業者と執務スペースを明確に区切る必要があるため、

執務スペースの明確な区切りがなされていることが分かり、事務所内における申請者の位置が確認できるもの

をご提出ください。

④ 法人内事務所の場合は当該申請者が行う行政書士業務がその法人等の支配に服さず、かつ一般の利用者を

拒むことがなく事務所機能を確保する必要があるため、行政書士事務所の位置、区画等を明確にし、

行政書士事務所としての独立性が確保されていることを示したものをご提出ください。

(注７)

① 建物の全景、事務所の入り口（表札の掲示が確認できるもの）、郵便受けの設置状況が確認できるもの、

事務所の内部を撮影したものをご提出ください。

※　事務所の内部の写真は設備の配置が分かるように、また、部屋の壁 全ての面を撮影し、事務所が独立

　　していることが分かるようすること。　写真は何枚に分けていただいてもかまいません 。

② 共同・合同事務所及び法人内事務所の場合は申請者の行政書士事務所とそれ以外のスペースが区別されて

いることがわかるものをご提出ください。

その他留意事項

① 事務所とする建物に共有者がいる場合は共有者の使用承諾書もご提出ください。

② 賃貸借契約が住居使用目的で締結されている場合は特約事項として行政書士事務所による使用を認める旨の

文言を付加していただくか、建物所有者との間で取り交わされた行政書士事務所として使用することの

「使用承諾書｣をご提出ください。

③ 賃貸借契約の賃貸人の名義が建物所有者以外の場合は建物所有者との間で取り交わされた行政書士事務所

として使用することの「使用承諾書」もご提出ください。

④ レンタルオフィスを事務所とする場合は形態によって行政書士事務所として適当でない場合がございますので、

ご不明な点がございましたら事務局へお問い合わせください。

※ 令和２年２月１４日改訂


